
神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（４月定例会） 
          

日時：令和５年４月 18日（火）午後１時 30分から 

 

１ 佐藤会長あいさつ 

 

２ 日比野区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

 （１）刑法犯認知状況について        （神奈川警察署生活安全課） 

 

 （２）交通事故発生状況について         （神奈川警察署交通課） 

 

（３）火災・救急等の状況について             （神奈川消防署） 

 

４ 議題 

 

（１） GREEN×EXPO 2027 の周知に向けた御協力について 

【掲出依頼】（都市整備局国際園芸博覧会推進課） 

 

（２） 地域防災活動支援に向けた研修のご案内について 

【事業説明】（総務局地域防災課） 

 

（３） 令和５年度家具転倒防止対策助成事業のご案内について 

【事業説明】（総務局地域防災課） 

 

（４） 水道局関係者を装った不審者の注意喚起チラシについて 

【掲出依頼】（水道局鶴見水道事務所） 

 

（５） 令和５年度初期消火器具設置費用の一部補助について 

【事業説明】（神奈川消防署総務・予防課） 

 

（６） 「よこはま防災 e-パーク」の創設について 

【掲出依頼】（神奈川消防署総務・予防課） 

 



（７） 新型コロナワクチン 令和５年春開始接種について 

    【事業説明】（総務課） 

 

（８） 令和５年度神奈川区共助推進事業補助金について 

       【情報提供】（総務課） 

 

（９） 第 20回統一地方選挙のご協力に対するお礼について 

【お礼】（総務課） 

 

（10）神奈川区・横浜市保健活動推進員会だよりについて 

【情報提供・掲出依頼】（福祉保健課） 

  

（11）令和４年度燃やすごみ量実績（速報値）について 

【情報提供】（地域振興課 資源化推進担当） 

 

（12）令和５年度「ヨコハマ３Ｒ夢・きれいなまちづくり」神奈川区推進 

  功労者の推薦について  【推薦依頼】（地域振興課 資源化推進担当） 

 

 （13）地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせについて 

【情報提供】（地域振興課） 

 

（14）令和６年度自治会町内会館整備費補助について 

      【情報提供】（地域振興課） 

 

（15）神奈川区スポーツ協会総会の開催について 

【出席依頼】（地域振興課） 

 

（16）消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

【掲出依頼】（地域振興課） 

 

 

※（１）・（２）・（５）・（６）・（７）・（11）・（13）・（14）は、市連会からの

議題です。 

 

 

 

 

 



 

 
≪５月定例スケジュール≫              （地域振興課） 
 
 ・令和５年度区連会総会の開催について             
   ◇日 時：令和５年５月 11日（木）午後２時～ 

   ◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

 
・５月区連定例会の開催について           

◇日 時：令和５年５月 18日（木）午後１時 30分～ 

◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

       

・５月の配送便（白袋）について            

   ５月の配送便は５月 25日（木）までに送付予定です。 



議  題 

 

１ GREEN×EXPO 2027 の周知に向けた御協力について 

 

 
２０２７年国際園芸博覧会（略称：GREEN×EXPO 2027）の開催に向けて、市民の皆様

と一緒に機運を高めていきたいと考えております。 

つきましては、４月の配送便にて広報チラシをお送りいたしますので、掲示板への掲

出をお願いいたします。 

なお、恐縮ではございますが、本広報チラシにつきましては、版権の関係でコピーし

ての配布やホームページへの掲載等が制限されております。御理解のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

 

  ◇開催期間：2027年３月 19日（金）～９月 26日（日） 

  ◇開催場所：旧上瀬谷通信施設（旭区・瀬谷区） 
 

 
【問合せ先】 

都市整備局 国際園芸博覧会推進課 担当：河野・岩下 
  電話：671-4627 FAX：212-1223 

 

 

２ 地域防災活動支援に向けた研修のご案内について 

 

 
地域防災活動支援に向けた研修等についてご案内します。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 

 【ご案内する研修等の項目】 

◇横浜市の防災対策や先進的な地域防災活動の事例を学ぶ「防災・減災推進研修 

＜基礎編＞」のご案内 

◇地震火災や風水害の備え等、地域特性に応じた防災活動について、アドバイザーを

派遣して支援する「防災・減災推進研修＜支援編＞」のご案内 

 
 
【問合せ先】 

総務局 地域防災課 担当：長谷川・鈴江  電話：671-3456 FAX：641-1677 

事業説明 

 

掲出依頼 



 

３ 令和５年度家具転倒防止対策助成事業のご案内について 

 

 

地震時の家具の転倒から身を守るために居住者全員が下記要件①～⑥のいずれかであ 
る場合は、家具転倒防止器具の取付けを無償で代行します（取付員を派遣します。器

具代は申請者のご負担となります。）。 
 つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 
【要件】 
① 65歳以上の方、② 身体障害者手帳の交付を受けている方、 

③ 愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている方、 

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、 

⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている方、⑥中学生以下の方 

【申込期間】 

令和５年５月１日から令和６年１月 31日まで（市全体で先着 300件） 

 
 
【問合せ先】 

◇制度全般について 

一般社団法人横浜市建築士事務所協会   電話：662-2711 FAX：662-8981 

◇資料について 

総務局 地域防災課 担当：川村・小野   電話：671-3456 FAX：641-1677 

 

 

４ 水道局関係者を装った不審者の注意喚起チラシについて 

 

 

市内全域で、水道局関係者を装った不審な訪問や電話が相次いでおります。この度、

水道局では注意喚起のチラシを作成しました。 
つきましては、４月の配送便にてチラシをお送りいたしますので、掲示板への掲出に

ついて御協力をお願いいたします。 
チラシは両面印刷になっておりますが、「水道局関係者を装った不審な訪問や電話、メ

ールにご注意ください」と記載されている面を表に掲示していただくようお願いいたし

ます。 
  

【問合せ先】 

水道局 鶴見水道事務所 担当：渡部・小林  電話：521-2321 FAX：504-4927 

 

事業説明 

 

掲出依頼 



 

５ 令和５年度初期消火器具設置費用の一部補助について 

 

 

消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置・更新（器材全て又は一部）する費

用の一部を補助する事業を行っており、この度、補助金交付申請の受付を開始します。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あて資料を１部お送りいたしま

す。 
 
 
 

 

 

【問合せ先】 

神奈川消防署 総務・予防課 担当：長﨑・青柳・皆川  電話：316-0119 FAX：316-0119 

 

 

 

 

６ 「よこはま防災 e-パーク」の創設について 

 

 

消防局では、ウェブサイト上で時間や場所にとらわれることなく、災害に備える知識

を身近に学ぶことができる「よこはま防災 e-パーク」を創設しました。 

つきましては、一人でも多くの方にご利用いただけるよう、４月の配送便にてチラシ

をお送りいたしますので、掲示板への掲出ついて御協力をお願いいたします。 

 

【掲出期間】 

令和５年４月 25日（火）から５月 25 日（木） 

 

 

 

 

【問合せ先】 

神奈川消防署 総務・予防課 担当：長﨑・青柳・吉原  電話：316-0119 FAX：316-0119 

 

 

 

掲出依頼 

事業説明 



７ 新型コロナワクチン 令和５年春開始接種について 

 

 

令和５年５月８日（月）から、新たに新型コロナワクチン接種「令和５年春開始接種」

が始まりますので、お知らせします。 

 

◇対象者 

   初回接種を完了し、前回接種後３か月以上経過した以下の方 ①65歳以上の方、②

基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方（５～64歳）、③

医療従事者、介護施設従事者等 

 

◇接種券 

   【オミクロン株対応ワクチン接種済】または、【令和４年 11月８日以降に武田社ワ

クチン（ノババックス）を接種済の方】 

４月 24日（月）から順次、新しい接種券を発送します。 

 

※「令和５年春開始接種」を受けない、または対象とならない場合、今回発送する

接種券は、９月以降に実施予定の「令和５年秋開始接種」で必要となりますので、

大切に保管してください。 

 

   【現在、接種券がお手元にある方】 

接種対象者であれば、お手元の未利用の接種券を使って接種可能です。 

 

◇予約方法・予約支援等  

 【医療機関へ直接予約をする場合】 

  かかりつけ医へ相談、または個別通知に同封の医療機関一覧（区毎）を参照して 

いただき、ご予約ください。 

 【市の予約システムを利用して予約する場合】 

  予約開始日時：令和５年４月 26日（水）午前９時～ 

 

◇詳細：広報よこはま４月号、５月号をご覧ください。 

 

※資料提供は連長までです。 
 

【問合せ先】 

◇ワクチン接種全般について 

横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター  電話：0120-045-070 

◇資料について 

医療局 健康安全課 ワクチン接種調整等担当   電話：671-4841 

 

 

 

事業説明 



 

８ 令和５年度神奈川区共助推進事業補助金について 

 
 

町の防災組織が行う共助による防災活動を支援するために、防災啓発を目的とした講 

演会、防災施設見学又は防災資機材等の購入に対し、神奈川区共助推進事業補助金を交

付いたします。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 

【交付額】 

補助の対象となる費用の３分の２ 

※過去３年間で本補助金を使用したことのある団体は上限 15万円、それ以外の団体は

上限 25万円 

【申請期限】 

令和６年１月 31日 

 

 

【問合せ先】 

 総務課 防災担当：立川・西山  電話：411-7004 FAX：324-5904 

 

 

 

９ 第 20回統一地方選挙のご協力に対するお礼について 

 

 
日ごろから、各種選挙の執行に際し、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

４月９日(日)に行われた、このたびの第 20回統一地方選挙につきましては格別な御協

力を賜り、無事に選挙を執行することができました。重ねて、御礼申し上げます。引き

続き、各種選挙事務への御理解御協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 
【参考】（市会）投票率 40.40％（平成 27年：39.39％）※前回平成 31年は市会無投票 

※神奈川区投票所別投票率一覧（別紙） 

 

 

※資料提供は連長までです。 
 
【問合せ先】 

総務課 統計選挙係 担当：鈴木・水越  電話：411-7014  FAX：411-7018 

 

 

情報提供 

お  礼 



 

10 神奈川区・横浜市保健活動推進員会だよりについて 

 
 

神奈川区保健活動推進員会では、さまざまな活動を通じて、区民の健康づくりを推進

しています。 
このたび、区における保健活動推進員の活動を周知するために会報を発行しました。

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてにお送りしますので、以下 
のとおりご対応をお願いいたします。 
 
◇神奈川区保健活動推進員だより「あるく 11号」 

 掲示板への掲出（表面のみ）をお願いいたします。 

◇横浜市保健活動推進員だより「第 45号」 

 各自治会・町内会長様あてに１部お送りします。 

 

 

 【問合せ先】 

福祉保健課 健康づくり係 担当：中山・松田・齊藤  電話：411-7138 FAX：316-7877 

 
 

11 令和４年度燃やすごみ量実績（速報値）について  

 

 

日頃から「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」の推進に御理解、御協力いただきありがとうござ

います。令和４年度の燃やすごみ量の速報値が出ましたので報告します。 
今年度も引き続き、ごみの分別、３Ｒの取組に御協力をお願いします。 

 

【燃やすごみ量】（Ｒ４年４月～Ｒ５年３月） 

 Ｒ４年度 Ｒ３年度 差 率 

総量(ｔ) 
横 浜 市 534,545 547,065 ▲12,520  ▲2.3％ 

神奈川区 33,456 34,213 ▲757 ▲2.2％ 

原単位(ｇ)（注） 
横 浜 市 388 397 ▲9 ▲2.2％ 

神奈川区 368 378 ▲10 ▲2.7％ 

（注）原単位とは１人１日あたりのごみ量です。 
 
※資料提供は連長までです。 

 
【問合せ先】 

地域振興課 資源化推進担当 担当：越尾・太田  電話：411-7091 FAX：323-2502 

 

情報提供 

情報提供 

掲出依頼 



 
12 令和５年度「ヨコハマ３Ｒ夢・きれいなまちづくり」 

神奈川区推進功労者の推薦について     

 

ごみの減量化、３Ｒの推進、街の美化の推進に功労のあった方々の日頃の活動に感謝

の意を表するため、「ヨコハマ３Ｒ夢・きれいなまちづくり」神奈川区推進功労者を表彰

します。 

つきましては、該当する個人又は団体を御推薦いただきますようお願いいたします。 

なお、表彰式は６月の区連定例会終了後に実施します。 

 

◇推薦期限：令和５年５月 18日（木） 

◇提 出 先：地域振興課 資源化推進担当 

 

 

※連長への推薦依頼です。 

 
【問合せ先】 

地域振興課 資源化推進担当 担当：越尾・太田  電話：411-7091 FAX：323-2502 

 

 

 

13 地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせについて 

 

   

  地域における防犯活動の支援の一環として、防犯カメラを設置する際に費用の一部を

補助する「地域防犯カメラ設置補助制度」を実施いたします。 

  つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

  

 【補助制度の概要】 

  ◇申請書・申請の手引配付場所：区役所地域振興課または市民局ホームページ 

  ◇申請書類提出期限：令和５年７月 31日（月） 

  ◇補助対象経費：防犯カメラ等購入費及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板 

          の設置費等 

  ◇補助率：防犯カメラ１台ごとに補助対象経費の 10分の９ ※上限額 210,000円 

 

【問合せ先】 

地域振興課 防犯担当：佐藤・折笠・太田  電話：411-7095 FAX：323-2502 

 

推薦依頼 

情報提供 



 

14 令和６年度自治会町内会館整備費補助について 

 

 

  令和６年度に自治会町内会館の新築・購入・増築・耐震補強工事・修繕（補助対象経

費 100万円以上）を行う意向がある自治会町内会を対象に、あらかじめ審査を行った上

で予算編成を行い、予算確定後、優先度の高い案件から予算の範囲内で補助申請を受け

付ける自治会町内会を決定していきたいと考えています。 

令和６年度に補助金を活用し、会館の整備を予定している自治会町内会については、

まず、各区役所へお申し出をいただき、その後、必要書類のご提出をお願いします。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてにリーフレットを１部お送

りいたしますので、該当する自治会町内会はお早めに地域振興課までご相談ください。 
 

【事前申請について】 

  ◇申請期限：令和５年７月７日（金） 

  ◇注意事項：書類調製に時間を要しますので、お早めにご相談ください。 

        ご相談に来庁される場合は、事前にお電話をお願いします。日程・時間

帯を調整させていただきます。 

 

【問合せ先】 

地域振興課 担当：小川・段  電話：411-7086 FAX：323-2502 

 

 

15 神奈川区スポーツ協会総会の開催について 

 

 神奈川区スポーツ協会の総会を次のとおり開催します。 

各地区連合町内会長様には参与として、単位自治会町内会長様には賛助会員として、

ご多忙とは存じますが、ご出席くださいますようお願い申し上げます。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてにご案内をお送りいたしま

す。 

 

【総会概要】 

  ◇開催日時：令和５年５月 22日（月）午後７時から 

 ◇会  場：神奈川区役所 本館５階 大会議室 

 

 

 

【問合せ先】 

地域振興課 スポーツ担当：宮本・小林  電話：411-7093 FAX：323-2502 

 

 

情報提供 

出席依頼 



 

16 消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

 
 

横浜市消費生活総合センターにおいて毎月作成している、最新の消費者被害等の事例

等をわかりやすくお伝えするチラシ「よこはまくらしナビ」５月号について、４月の配

送便にてお送りいたしますので、可能な範囲で掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

 
 
 
 
 
【問合せ先】 

経済局 消費経済課 担当：本田・霜山  電話：671-2584 FAX：664-9533 

 

 

 

掲出依頼 



GREEN×EXPO 2027 の周知に向けた 
御協力について（依頼） 

   
 2027 年、横浜市で初の万博となるGREEN

グ リ ー ン

×EXPO
エ ク ス ポ

 2 0 2 7
二―ゼロニーナナ

（２０２７年国際園

芸博覧会）が開催されます。GREEN×EXPO 2027 では、圧倒的な花と緑で来場者を

魅了するとともに、グリーンイノベーションによる新しい社会の実現を横浜から発

信する、世界的な万国博覧会を目指しています。 

2027 年の開催に向けて、市民の皆さまと一緒に機運を高めていきたいと考えてい

ます。つきましては、別添の広報チラシを自治会町内会の掲示板に掲出いただき、市

民の皆さまへの周知に御協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

１ 掲出場所について 

  自治会町内会掲示板 

   

２ 問合せ先について 

GREEN×EXPO 2027 に関するお問い合わせは、 

  横浜市コールセンター：045-664-2525  もしくは下記担当までお願いします。 

 

【参考：GREEN×EXPO 2027 の基本情報】 
テーマ 幸せを創る明日の風景～Scenery of the Future for Happiness~ 

開催期間 2027 年３月 19 日 （金曜日）～ ９月 26 日 （日曜日） 

開催場所 旧上瀬谷通信施設（旭区・瀬谷区） 

博覧会識別 A1（最上位）クラス 
万国博覧会、かつ、世界最上位クラスの国際園芸博覧会として、
開催します。 

参加者数 1,500 万人（地域連携や ICT 活用などの多様な参加形態を含む） 
有料来場者数：1,000 万人 

博覧会区域 約 100ha （内、会場区域 80 ha） 

開催者 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

 
 
 

市 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 

令 和 ５ 年 ４ 月 1 2 日 

都市整備局国際園芸博覧会推進課 

★博覧会の最新情報は、以下ホームページでご確認いただけます。 

 https://expo2027yokohama.or.jp/ 

担当：都市整備局国際園芸博覧会推進課 河野、岩下 

連絡先：671-4627 

業務メール：tb-engeihaku@city.yokohama.jp 

〈裏面あり〉 
 



2027年に神奈川県横浜市（旧上瀬谷通信施設）で開催される国際園芸
博覧会の略称です。 「植物」、「花」、「緑」を総称し、「自然」、「環境にやさ
しい」という「GREEN」、 国際的に共通する課題の解決に寄与する国際
博覧会「EXPO」という語を掛け合わせ、 これからの自然と人、社会の持続
可能性を追求し、世界と共有する場であることを表現しました。 日本では
1990年の大阪花の万博以来37年ぶりとなる最上位(A1クラス)での
開催で、 BIE（博覧会国際事務局）認定の万博でもあります。

「GREEN×EXPO 2027」では、季節ごとに咲き誇る美しい花や緑に彩られた庭園を見たり、世界中の食・文化・
ふれあいを五感で楽しんだり、最先端の園芸や農業の技術に触れるなど今までにない様々な世界を体感でき
ます。そして、自然と人をつなげ、自然とともに生きる持続可能で多様な新しい暮らしのモデルを提案・共有します。

会場

南町田
グランベリー
パーク

会場までのアクセス

瀬谷 三ツ境

成田空港

羽田空港

十日市場

横浜港

新横浜

新宿

鉄道

長津田

菊名

西谷

羽沢横浜国大

東急田園都市線

相鉄本線

至 大阪・京都

至 金沢・新潟・仙台

JR横浜線

東京

品川

渋谷

新幹線
バス等
シャトルバス（予定）
シャトルバス発着駅候補（予定）

とは？

テーマ 幸せを創る明日の風景
Scenery of the Future for Happiness

37年ぶりの
日本開催

A1クラスの
国際園芸博覧会

開催概要・開催場所

開催場所

開催期間

博覧会区域

神奈川県横浜市（旧上瀬谷通信施設）
※旭区・瀬谷区に位置

2027年3月19日（金）～9月26日（日）

約100ha （内、会場区域 80ha）

https://expo2027yokohama.or.jp/

Webサイトはこちら

五感で楽しむ世界の食体験農とのふれあい風景を彩る庭園

コンペティション 多様な参加者との交流多彩な行催事

広報ツール A4チラシ裏面（H297×W210mm）

0317入稿 書類名：0317_EXPO2027_広報ツールA4チラシ_裏面_入稿OL.ai
■4C ■リンク画像CMYK実画像 ■文字全てOL化済み ■Illsutrator 2020

【参考】GREEN×EXPO 2027の概要



 
 
 
 
地域の防災活動を進めるうえで日頃の疑問や分からないことの解消に参考となる知識を学んでいただく

研修です。積極的な受講をよろしくお願いいたします。 
 
１ 研修対象者 
「町の防災組織」のメンバーの方（研修の成果を「町の防災組織」の活動につなげていただくため、 
お手数ですが、代表者の方からご推薦をお願いします。） 

 

※各組織から２名まで推薦可能です。 
※家庭防災員や防災ライセンス講習会を、 
受講された方も推薦可能です。 
※推薦は任意です。 

 

２ 研修内容（集合） 
（１）「防災・減災推進研修＜基礎編＞」研修カリキュラム 

13:00 

～ 

14:15 

【講義】 
「町の防災組織について知ろう」 
「関東大震災を振り返りながら、現在の横浜市

の防災対策について知ろう」 

○「町の防災組織」の役割や地域との連携につい

て学びます。 
○今年で関東大震災から 100 年を迎え、災害を

振り返りながら現在の横浜市の防災対策や自

助・共助について学びます。 

14:25 

～ 

17:00 

【グループワーク】 

「地域の特性を踏まえた事前の備えを考えよう」 

○発災後、経過時間ごとに、自分のすべき行動、

地域で何をすべきか等、議論します。 

※開催日時によって一部カリキュラムの順番が異なります。 

 
（２）開催日時  

【時間】13：00～17：00 

日程 場所 定員 

７月１日（土） 横浜市民防災センター（横浜駅） ７0 名 

７月３日（月） 横浜市民防災センター（横浜駅） ７0 名 

７月 15 日（土） 保土ケ谷公会堂（星川駅） ７0 名 

７月 19 日（水） 横浜市民防災センター（横浜駅） ７0 名 

７月 29 日（土） 青葉区役所（市が尾駅） ６0 名 

８月５日（土） 戸塚区役所（戸塚駅） ６0 名 

 

 

👷👷 こちらの研修を受け

て防災に興味をもち、

今では防災マニアに

なりました。 

 

【受講者の声】 

令和５年 防災・減災推進研修＜基礎編＞のご案内 

 

市連会 ４月定例会説 明資料 
令 和 ５ 年 ４ 月 1 2 日 
総 務 局 地 域 防 災 課 



３ 申し込み方法 
「防災・減災推進研修＜基礎編＞」推薦書に、必要事項をご記入のうえ、郵送、ＦＡＸまたは電子メー

ルにて、６月５日（月）まで（必着）に、以下の宛先にお申し込みください。 

申し込みの受付や受講者決定通知の送付等は、イマジネーション株式会社に委託しています。 

◆「防災・減災推進研修＜基礎編＞」推薦書（別紙１） 

 

 

 

 

 

４ 受講者の決定 
6 月中旬～下旬ごろまでに、受講決定の通知を、受講者あてにお送りいたします。 

※希望者が、定員を超えた場合、「各区の受講者数のバランスや過年度の受講状況」などを考慮し、受講者

を決定させていただきますのでご了承願います。 

 

５ 自宅学習編のご案内（よこはま防災 e-パーク 地域防災コース） 
WEB サイトで横浜市が指定する動画等を視聴し、修了証の発行を希望される方は「防災・減災推進研修

＜基礎編＞」を受講したものとします。下記二次元コードまたは URL より指定のサイトにアクセスしてい

ただくことで、動画の視聴から修了証の発行までご受講いだけます。是非、こちらもご活用ください。 

◆研修受講はコチラ 

右記ホームページの基礎編（自宅学習編）から、  

【研修受講用サイト】に進みます。 

サイト内の「地域防災コース」からログインしていただき、ご受講ください。 

 

なお、昨年度と同様に DVD 等動画視聴の方法でご受講いただいた方で、修了証発行を希望される場合に

は、お手数ですが「修了証発行申請書」（別紙２）を総務局地域防災課まで送付ください。 

申請書受付期間：令和５年６月５日（月）から令和６年３月 20 日（水）まで 

 

６ お問い合わせ 
研修の申し込み方法等について（申し込みの受付業務を以下に委託しています）  

担当：イマジネーション株式会社 電話：０４５-３３０-４７０５ 

研修の内容や自宅学習編の申し込み方法等について 

 担当：横浜市総務局地域防災課（長谷川、鈴江） 電話：０４５-６７１-３４５６ 

 

７ その他 
※当日午前８時の時点で「警報」または「特別警報」が横浜市域に発令されている場合や悪天候等の理由に

より中止することがあります。当日中止と判断した場合には、当日午前８時以降に横浜市ホームページにて

ご案内いたします。PC・スマートフォン等をお持ちでない方は、横浜市コールセンターまで御連絡下さい。 
＜研修に関するホームページはこちら＞   横浜市 防災・減災推進研修    

＜横浜市コールセンター＞ ０４５-664-2525 (平日・土日祝日いずれも 8：00～21：00) 

【宛先】イマジネーション株式会社 

〇郵送：〒231-8799 横浜港郵便局留 イマジネーション株式会社宛 

〇ＦＡＸ：０４５-８４５-５５００  

〇電子メール：yokohama-bousai@imagination.co.jp 

 

横浜市 防災・減災推進研修 検索 

検索 



 
イマジネーション株式会社 行 

 年 月 日 

 

 

自治会・町内会等団体名                                             
代表者名  
住       所 〒 

 

  
電       話    

 
「防 災 ・ 減 災 推 進 研 修 ＜基 礎 編＞」 推 薦 書 

 
令和５年の「防災・減災推進研修＜基礎編＞」受講者として、次の方を推薦します。 

 

氏名
し め い

 住所 電話番号 

 〒  

 〒  

・各組織から２名まで推薦することができます。 

・氏名は楷書で、ふりがなを付け、住所は棟室番号までご記入ください。 

・６月５日 （月） まで （必着） にご送付ください。 

【受講希望日】受講可能日（太枠）に〇をつけてください。 

 ※日程調整の都合上、できる限り多くの日程に〇のご記入をお願いします。 

実施日 

【第１回】 

７月１日（土） 

13:00～17:00 

【第２回】 

７月３日（月） 

13:00～17:00 

【第３回】 

７月15日（土） 

13:00～17:00 

【第４回】 

７月19日（水） 

13:00～17:00 

場所 横浜市民防災センター 横浜市民防災センター 保土ケ谷公会堂 横浜市民防災センター 

受講可能日     

実施日 

【第５回】 

７月29日（土） 

13:00～17:00 

【第６回】 

８月５日（土） 

13:00～17:00 

場所 青葉区役所 戸塚区役所 

受講可能日   

（お住まいの地域の類型） あてはまる類型に○をしてください。 

 ① 戸建て中心 

 ② マンション等の集合住宅中心 

 ③ 戸建てと集合住宅が半々混在 

 

 

 

※グループワークの際に、グループ

分けするために使用させていただき

ます。 

【宛先】イマジネーション株式会社 

〇郵送：〒231-8799 横浜港郵便局留 イマジネーション株式会社宛 

〇ＦＡＸ：０４５-８４５-５５００  

〇電子メール：yokohama-bousai@imagination.co.jp 

別紙１ 



 
 

総務局地域防災課 行 

  

令和  年  月  日 

 

自治会・町内会等団体名                                             
代表者名  
住       所    
電       話    

 
「防災・減災推進研修＜基礎編＞」修了証発行申請書 

 
次の方は指定された防災動画を閲覧しました。「防災・減災推進研修＜基礎編＞」の修了証の発行を申

請します。 
 

氏名 住所 電話番号 

 〒  

 

動画名（収録時間） 閲覧完了 

防災よこはま（約24分）  

新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難（約５分）  

風水害への備え：マイ・タイムラインの作成（約17分）  

地震への備え：家具転倒防止・感震ブレーカー（約８分）  

町の防災組織の取り組み（約17分）  

マンションの防災対策について（約14分）  

  ※すべての動画を閲覧していただくことが修了証発行の条件となります。 

  ※それぞれの動画について、閲覧完了欄にチェックをお願いします。 
※組織内で取りまとめてご提出される場合は、本紙の氏名欄に「裏面のとおり」と 

記載し、裏面に希望者全員分の「氏名」・「住所」・「電話番号」をご記入のうえご提出ください。 

 

【動画の案内】下記横浜市ホームページの掲載動画より閲覧をお願いします。 

 ウェブサイトURL  

 

 

   

【備考】 

修了証発行の申込みにあたり収集する氏名、住所、電話番号の個人情報は「横浜市個人情報の保護に

関する条例」の規定に従い、適正に管理し、修了証の送付や研修のご案内等、事務局から連絡の必要が

生じた場合にのみ利用します。 

修了証には、【防災よこはま】及び【ヨコハマの「減災」アイデア集】等、地域防災活動を推進して

いただくうえで、参考となる資料を同封する予定です。また、申請書提出から修了証発行までに、数週

間から数か月程度お時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

   

  

閲覧した動画に 

チェック（✔） 

別紙２ 

横浜市 防災・減災推進研修 検索 

二次元コード 

申請書送付先・問い合わせ先 
※申請書はメール、FAX、郵送いずれかで送付してください。 

総務局地域防災課（長谷川・鈴江） 

TEL：045-671-3456 FAX：045-641-1677 

メール：so-gensai@city.yokohama.jp 

住所：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10 10階 

 



 

 

氏名 住所 電話番号 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

 〒 

 

 

取りまとめ用紙 



 
 
 
 
地震火災や風水害の備えなど地域特性に応じた防災活動について、アドバイザーを派遣して支援する研修です。 
是非お申込みください。 
 
１ 実施方法 
（１）対象・・・・・・・・・・・自治会・町内会、マンション管理組合等 
（２）日数・・・・・・・・・・・１地域につき、１日１時間半～３時間程度  
（３）日時・・・・・・・・・・・日程については地域の方と調整させていただきます。 
（４）場所・・・・・・・・・・・原則、アドバイザーが地域に伺いますが、研修場所の確保をお願いします。 

                
２ 研修内容について 

下記②～⑤の中から最大３つまで選択し、①と希望されたプログラム及び所要時間を基に内容を決定します。 
支援編お申込み後に、具体的な研修内容をアドバイザーと調整させていただきます。 

研修プログラム（全団体共通） 所要時間 
① 地域における被害想定 / 基本的な災害への備え（自助・共助の取組）  30 分 
研修プログラム（自由選択） 所要時間 
② 風水害への備え（マイ・タイムラインの作成支援等） 30 分～60 分 
③ 地震火災への備え（地震火災の危険性、感震ブレーカー設置助成 等） 30 分～60 分 
④ マンション防災 60 分 
⑤ グループワーク（災害時のケーススタディー、地域の危険性の把握 等） 60 分 

 

３ 申し込み要件 
●複数(５人以上)の研修参加者を確保することができる 
●研修実施場所を確保することができる 
 
４ お申し込み・お問い合わせ 

別紙申請書に必要事項のご記入のうえ、郵送、ＦＡＸまたは電子メールにて 6 月５日（月）まで（必着）に以

下へお申し込みください。また、支援編の申込に関するご相談も下記担当までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

５ 研修受講の決定 
研修受講の決定を、アドバイザーから申請者あてに７月中旬頃お伝えします。研修内容については申請者宛に

調整させていただきます。また、申込状況や気象警報の発令等により、研修日を再調整することがあります。 

希望する地域が多数の場合、今年度の派遣を見送りさせていただくことがありますので予めご了承ください。 

※新型コロナウイルス感染症対策について、国等の方針に基づき、研修開催時に感染症対策の実施をお願いする可能性があります。 

 

【申 込 先】郵送：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 10 階 長谷川・鈴江宛 

ＦＡＸ：０４５-６４１-１６７７  

メール：so-gensai@city.yokohama.jp 

※電話でのお申し込みは受付しておりません。 

 

【問合せ先】総務局地域防災課 長谷川・鈴江（ＴＥＬ：０４５-６７１-３４５６）※問合せはメールも可 

令和５年 防災・減災推進研修＜支援編＞のご案内 
 

市連会 ４月定例会説 明資料 
令 和 ５ 年 ４ 月 1 2 日 
総 務 局 地 域 防 災 課 



     
   年  月  日 

 
総務局地域防災課 行 

                                自治会・町内会等団体名                    

申請者名                       

                            住   所                      

電    話                        

メールアドレス                        

 

防 災 ・ 減 災 推 進 研 修 ＜ 支 援 編 ＞ 申 請 書 

令和５年防災・減災推進研修＜支援編＞について申請します。 
 

地域の状況 

【住居形態】 □戸建て □共同住宅 □混在 

【防災活動状況】 □防災活動を実施している □実施していない 

実施している場合の活動例（                               ） 

【防災組織体制】□構築されている □構築されていない 

研修プログラム ②～⑤で希望するものにチェックしてください(３つまで選択可)。 

プログラム 所要時間 ✔ 

① 地域における被害想定 / 基本的な災害への備え（自助・共助の取組） 30分 ✔ 

② 風水害への備え（マイ・タイムラインの作成支援等） 30分～60分 □ 

③ 地震火災への備え（地震火災の危険性、感震ブレーカー設置助成 等） 30分～60分 □ 

④ マンション防災 60分 □ 

⑤ グループワーク（災害時のケーススタディー、地域の防災マップ作成 等） 60分 □ 

希望日 

第１希望（        ） 第２希望（        ） 第３希望（        ）  

※派遣期間は令和５年８月７日～令和６年３月31日です。可能な限り、複数の希望日をご記入ください。 

※申込状況をふまえて派遣日を調整させていただきます。 

希望時間 □１時間～１時間半 □２時間～２時間半 □３時間 

※①を含め、希望するプログラムの最大所要時間を確保するようにお願いします。 

実施場所 （                                     ） 

※実施場所の確保をお願いします。また、可能な限り住所や施設名（例:●●自治会館）もご記入ください。 

参加者数（      ）人  ※原則５名以上の参加をお願いします。 

自由記入欄（地域で困っていることなど、自由にご記入下さい。） 

 

 

 

同意事項（右の□にレ点チェックをしてください。） 

申し込みにあたって、派遣日及び研修内容の調整をするために、氏名や連絡先な

ど申請書に記載した情報を、研修アドバイザーへ提供することに同意します。 

✔ 

□ 
 

研修の申込みにあたり収集する氏名、電話番号、住所等の個人情報は「横浜市個人情報の保護に関する条例」の

規定に従い、適正に管理し、研修内容の調整や研修の中止等、連絡の必要が生じた場合にのみ利用します。 

 

別紙 



家具転倒防止器具の

取付けを代行します！

～横浜市家具転倒防止対策助成事業（令和５年度）～

横浜市では、家具転倒防止対策の取組を支援するため

転倒防止器具の取付けを無料代行します。
（器具代は申請者のご負担となります。）

電話 045-662-2711 FAX 045-662-8981

一般社団法人横浜市建築士事務所協会　 ●受付時間：平日10時～16時

相談窓口 （横浜市が下記の事業者に運営を委託しています）

横浜市からのお知らせ

申込

期間 令和５年５月１日～令和６年１月31日

同居者全員が、下記の①～⑥のいずれかであること

① 65歳以上

② 身体障害者手帳の交付を受けている

③ 愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を

受けている

⑥ 中学生以下

●事前調査及び取り付け作業は一般社団法人横浜

市建築士事務所協会が実施します。

●取付員は作業に必要な器材を持参するため、車で

訪問します。

●調査・作業時は、申請者の立会いをお願いします。

●初回訪問時に対象世帯であることを書類で確認する

ため、生年月日が分かる書類・障害者手帳・介護保険

証等をご用意ください。（写しの提出は不要です）

●取付代行できる家具は２つまでとします。

●器具はご自身で用意していただく他、一般社団法人横

浜市建築士事務所協会にて用意することもできます。

※ご自身でご用意いただいた転倒防止器具は取り付けで

きないことがありますので、事前に確認の上、ご用意

ください。

●過去にこの事業を利用して取り付けされた方は、再度お

申し込みできません。

対象

注意事項等

令和５年度
年間

300件

※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については

②～⑤に該当しない限り、制度対象となりません。
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横浜市総務局危機管理室地域防災課　●電話：671-3456　●Fax：641-1677（R5年4月発行）

一般社団法人横浜市建築士事務所協会 TEL：045-662-2711 へお電話ください。

申請書を送付します。内容を記入の上、ご返送ください。

●受付時間 ： 平日10時〜16時
※８月14日から16日及び年末年始を除く。

▽ 決めた家具に転倒防止器具を取り付けします。

▽ 器具購入を依頼された場合は、器具代金をお支払ください。

取付けまでの流れ ※お申込みから取付までお時間がかかる場合があります。

申込方法

本紙付属の申請書を記入し、郵送で申し

込みます。

※記入漏れがないか必ず確認してください。

※記入を終えたら、チラシから切り取り申請書

裏面の折り線に沿って封筒の形に折ります。

最後にセロテープでしっかり止めて、

郵便ポストへ投函してください。

横浜市ホームページを検索、または下記

のQRコードから申込フォームにアクセス

し、必要事項を入力します。

●電子申請QRコード

電子申請郵送

申請書が追加で必要な場合

検索横浜市　家具転倒防止対策

申込

利用可否

決定

訪問日の

日程調整

調査訪問

取付訪問

① 本紙付属の申請書を郵送、 または ② 電子申請にてお申込みください。

▽ 申込内容をもとに、横浜市が利用可否を決定します。

▽ 利用決定後、「利用決定通知書」を郵送でお届けします。

▽ 対象世帯でない場合は「利用却下通知書」が届きます。

▽「利用決定通知書」が届いた後、一般社団法人横浜市建築士事務所協会

の担当取付員から調査訪問日の日程調整のお電話をいたします。

▽ 訪問した担当取付員が対象世帯であることを確認します。

▽ 家屋状態を確認し、ご相談の上、取付家具と転倒防止器具を決めます。

▽ 器具購入のご相談も承ります。

第 1号様式の２（第４条） （整理番号） 

   年   月   日 

家具転倒防止器具取付申請書 

（申請先）横浜市長 

 横浜市家具転倒防止対策助成事業について、下記の同意事項に同意し、家具転倒防止器

具の取付けを申請します。 

フリガナ

申請者 

世帯人数 

 人（下記項目のうち、該当するもの全てに☑をつけてください） 

同居者全員がいずれかに該当しています。 

□65 歳以上

□身体障害者手帳等の交付を受けている

□愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている

□精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

□介護保険法による要介護者又は要支援者の認定を受けている

□中学生以下

住所 

〒 

横浜市 

電話番号 

家屋状況 持家  ・  借家    （どちらかに○をつけてください） 

【注意事項等】 

●事前調査及び取付作業の際は、立会いをお願いします。（後日、電話で日時調整します。）

●事前調査時に、事業対象者の確認を行います。生年月日が分かる書類、障害者手帳、介護保険証

等をご用意ください。

●ご自身でご用意いただいた転倒防止器具は取付できないことがあります。

●取付代行できる家具は２つまでとします。

【同意事項】 
● ①取付後の家具や家屋に関する損害賠償、②取付後に発生した地震等の災害で家具等が転倒し

負傷又は死亡した場合において、市、取付事業者及び当該住宅等の所有者に対する損害賠償を請求

しません。

● 取付後の家具等の移動及び転倒防止器具の取外しは、自己の責任で行います。

切
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り
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初期消火器具設置費用の一部補助について 

 

消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置・更新（器材全て又は一部）する費用の

一部を補助する事業を行っており、この度、補助金交付申請の受付を開始します。 

 

１ 申請要件 

  下記３つに当てはまる単一の自治会町内会が対象となります。 

 (1) 地域に消火栓がある。 

 (2) 家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある。 

 (3) 定期的に訓練を実施できる。 

 

２ 申請方法 

 (1) 受付期間：令和５年４月３日（月）～９月 29日（金） 

 (2) 申請方法：申請書に必要事項を記入の上、最寄りの消防署に御提出をお願いします。 

 ※ 申請書は横浜市ウェブサイトからダウンロード、または最寄りの消防署でお渡しし

ます。                     

 

「横浜市 初期消火器具」で検索 

３ 補助の対象経費 

(1)  初期消火器具の新規設置及び器材全ての更新設置の場合 

   初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の２/３に相当する額とし、１件あた

り 20万円を上限とします。 

(2)  初期消火器具の一部更新設置の場合 

   消防用ホースなど器材の一部の更新や、自治会町内会が所有している初期消火箱の

新たな器材（スタンドパイプ・台車）への更新経費（税込金額）の２/３に相当する額

とし、１件あたり７万円を上限とします。 

  

※ 申請要件や書類等のお問合せは、神奈川消防署へご連絡ください。 
 
 
 
 
 
 

初期消火箱（固定式） 
スタンドパイプ式 

初期消火器具(可搬式) 

初期消火器具とは？ 

初期消火器具には、初期消火箱（固定式）とスタンドパイ

プ式初期消火器具（可搬式）の２種類があり、消防車が進入

できない道路狭隘地域等においても、市民の皆さまが消火栓

にホースを直接接続し、有効な初期消火活動を行うことがで

きる消火器具です。特にスタンドパイプ式初期消火器具は機

動性に優れ、容易に取り扱うことができます。 

神奈川消防署総務・予防係 

予防係 長﨑、青柳、皆川 

電話：045‐316－0119 



 

「よこはま防災 e-パーク」の創設について 

 

 

時間や場所にとらわれることなく、ウェブサイト上で動画等のコンテンツにより防災を学べる 

「よこはま防災 e-パーク」について、市民利用を開始します。 

 

１ 利用開始日 

  令和５年４月 12日（水） 

 

２ よこはま防災 e-パークの概要 

(1) 目的 

   防火、防災、救急に関する知識を学び、市民一人ひとりがいざという時への備えを進めていた

だくことを目的としています。 

 

(2) 学習方法 

  ウェブサイト上から自由に学習。 

 

 (3) 内容 

   「一般」、「子ども」、「地域防災」、「事業所」の 4つのコースから御自身にあったコースを選択

し、動画や確認テストを中心に学習することができます。 

  

(4) 実技講習 

  「一般コース」の修了者のうち希望者に対して実技講習を開催します。 

 ア 実施場所：横浜市民防災センター（神奈川区沢渡４-７） 

 イ 実施時期：６月から月に１から２回程度実施 

 ウ 予約方法：一般コース終了後、ウェブサイト上（よこはま防災 e-パーク内）から予約 

 エ 主な内容：消火器の取扱い方法、AEDの取扱い方法、水災害体験 など  

 

３ 御依頼事項 

 「よこはま防災 eパーク」について、別添のチラシ（掲示板掲出用）等を活用し、自治会・町内

会の皆様へお知らせいただくようお願いいたします。 

また、自治会・町内会で行う防災研修等の機会に「よこはま防災 eパーク」の動画等のコンテ

ンツを是非ご活用ください。 

なお、「よこはま防災 e-パーク」をさらに利用しやすいウェブサイトにするため、利用者の方

に対してアンケートを実施します。ウェブサイト上からアンケートに回答いただけますので、御

協力をお願い致します。  

 

 

神奈川消防署総務・予防係 

予防係 長﨑、青柳、吉原 

電話：045‐316－0119 



一般・子ども・地域防災・事業所
４つのコースから自由に学習！

動画や確認テストなど充実した
コンテンツにより効果的に学習！

修了証の発行及びご自身の受講状況の
確認が可能！

知識だけでなく、技術を習得したい方を
対象に実技講習を開催！

１

２

３

４

よこはま防災e-パーク

ウェブサイト上で時間や場所に
とらわれることなく、災害に備える
知識を身近に学ぶことができます。 令和５年４月利用開始！

風水害
の備え

応急
手当

火災予防
地震
対策

横浜市消防局予防部予防課
TEL：045-334-6406
E-mail:sy-yobo@city.yokohama.jp



会場施設の賃借料や外
部講師等による委託費
用が対象になります！

講演会等の費用

自治会・町内会の防災
マップの作成費が対象
になります！

防災マップ作製費用

防災施設見学等のマイ
クロバスの賃借料が対
象になります！

バスの借り上げ

◆補助の内容◆

町の防災組織(自治会・町内会)が実施する防災啓発を目的とし
た講演会、防災施設見学又は防災資機材等の購入にかかる費用の
うち、補助の対象となる費用の３分の２※を補助します！
※過去３年間で本補助金を使用したことのある団体は上限15万円、それ以外の団体
は上限25万円

◆補助の対象◆

◆補助の対象にならないもの◆
書庫や物品を収納することを目的とするもの、食料・水、リー
ス契約費用、ガソリンや乾電池等の消耗品など

発電機やデジタル無線
機、ポータブル電源な
どが対象になります！

防災資機材の購入費用

令和５年度 神奈川区
共助推進事業補助金

区マスコットキャラクター
かめ太郎

講演会や防災マップ作製などの企画・立案のご相談も可能で
す！お困りな点があれば裏面の担当までご連絡ください！

申込み方法は裏面をご覧下さい！



◆申請方法◆
【受付窓口】
神奈川区役所本館5階５０１窓口（防災担当）、郵送又は電子

申請システム※で受付できます。
※『神奈川区 共助推進事業補助金 電子申請システム』で検索🔍

【申請書】
窓口で配布又は神奈川区ＨＰにてダウンロードできます。

【申請期間】
令和５年４月1日～令和６年１月31日

【対象】
町の防災組織（自治会・町内会等）かつ令和５年度町の防災組

織活動費補助金交付申請を行っている団体

【お問合せ・申請先】
神奈川区役所総務課（防災担当）
〒221-0824 神奈川区広台太田町３－８本館５階５０１窓口
電話：045-411-7004 ＦＡＸ：045-324-5904

ご不明点がありましたらご気軽にご相談ください！

◆申請の流れ（予定）◆
【申請者】 【区役所】

申請書・見積書の提出
※令和６年１月31日まで

補助金額確定通知を確認
後、同封の補助金請求
書・訓練報告書の提出

交付決定通知を確認後、物
品等を購入し、同封の実績
報告書・領収書等の提出

補助金のお支払い

申請書を審査し、交付
決定通知を送付

※必ず交付決定通知を受けてから物
品等の購入をしてください！なお、
購入については令和６年2月中までに
済ませてください。

入金確認

実績報告書を審査し、補
助金額確定通知を送付

※審査から交付決定通知を送付するま
で約２～３週間程度かかります。

※請求書の提出から補助金のお支払い
まで約１ヶ月程度かかります。

※審査から補助金確定通知を送付する
まで約２～３週間程度かかります。

※補助金請求書は速やかにご提出をお願
いします。提出がない場合、補助金のお
支払いができません。また、訓練報告書
は令和６年３月31日までに提出をお願
いします。



 

神 保 活 第 １ 号   

令和５年４月 18 日  

自治会・町内会長 各 位 

 

神奈川区保健活動推進員会事務局 

 

 

神奈川区・横浜市保健活動推進員会だよりについて（依頼） 

 

 

清和の候 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

日ごろから、保健活動推進員事業及び区行政に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

神奈川区保健活動推進員会では、『地域の健康づくり』を主要テーマとして、各地区で 

ウォーキングや健康チェックなどの活動を行っています。 

このたび、保健活動推進員の活動紹介や、区民の健康に役立つ情報を提供することを目

的に会報を発行しました。神奈川区保健活動推進員会が作成したものと、横浜市保健活動

推進員会が作成した２種類の会報がありますので、以下のとおりご対応をお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 依頼事項 

１ 
神奈川区保健活動推進員会だより 

「あるく 第 11号」 

掲示板への掲出（表面のみ）をお願い

します 

２ 
横浜市保健活動推進員だより 
「第 45 号」 

各自治会・町内会長あて１部 
（配付のみ） 

【問合せ先】 
神奈川区保健活動推進員会事務局 

（神奈川区役所 福祉保健課 健康づくり係） 

担当：中山、松田、齊藤 

電話：045－411－7138、FAX：045－316－7877 



























市 地 防 第 1 0 号 

自治会町内会長 各位                       令和５年４月 12 日 

 

地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせ（依頼） 

 

 地域における防犯活動への支援の一環として、防犯カメラを設置する際に費用の一部

を補助する「地域防犯カメラ設置補助制度」を、令和５年度も実施します。 

地域防犯カメラの設置をご検討される場合は、下記及び裏面の概要をご確認のうえ、

「申請の手引」をお取り寄せいただき、申請書類を各区地域振興課までご提出くださ

い。 

 

１ 申請の手引及び申請書の配付場所：各区地域振興課または市民局ホームページ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/camera/kamera2.html 

       または、 横浜市 地域防犯カメラ設置補助金 で検索できます。 

 

２ 申請書及び添付書類の提出期限：令和５年７月 31 日（月）必着 

設置場所により、関係機関との調整などにお時間がかかるものもあります。 

各区地域振興課及び各関係機関へのご相談は、お早目にお願いします。 

 

３ 申請書類提出先：各区地域振興課（持参または郵送） 

【主な提出書類】 

・申請書（第１号様式） 

・見積書 

・収支計算書（第３号様式） 

・道路上または電柱に設置する場合は、設置場所の使用に関する土木事務所等との 

協議書、電柱への設置に関する協議書 

なお、過去に申請したことがある場合は申請書類の一部を省略できます 

28年度から４年度に申請して補助金交付とならなかったカメラを、５年度も同じ場

所での設置を希望される場合は、地図等の添付書類は不要です。 

※詳しくは、申請の手引きをご覧いただき、各区地域振興課へご相談ください 

   

４ 補助金交付までのスケジュール 

令和５年４月～ ・総会、役員会、委員会等での防犯カメラの設置に関する合意形成 

設置場所の近隣住民の同意の取り付け 

・防犯カメラ設置について関係機関へ相談、協議 

（区役所地域振興課、警察署、東京電力、NTT、土木事務所 等） 

７月 31 日まで ・補助金交付申請書類を各区地域振興課へ提出 

９月頃 ・補助金交付決定（横浜市から交付、不交付の決定を通知します） 

※以降、機器購入・工事契約が可能となります 

令和６年２月中旬まで ・防犯カメラ設置工事完了後、横浜市へ実績報告書類を提出 

３月頃 ・補助金交付 

 



「地域防犯カメラ設置補助制度の概要」  

① 補助対象の防犯カメラ 

地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動きを撮影し、記録する

ために特定の場所に固定して設置する防犯カメラです。 

防犯カメラの設置及び運用については、プライバシー保護のために、総会、役員会、委員会等で合

意を得ることが必要です。また、設置箇所周辺の住民にも必ず同意を得てください。 

 

② 補助対象団体：自治会町内会、地区連合町内会 

 

③ 補助対象経費 

防犯カメラ等機器購入費及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板等の設置費 

※電気料金、修繕、点検などの維持管理費や更新に係る費用は補助対象外 

 

④ 補助内容 

防犯カメラ 1 台ごとに補助対象経費の 10 分の９  

補助上限額 210,000 円 
 

⑤ 交付台数 

令和５年度は、地域の防犯力強化のために、補助予算台数を 150 台に拡充します。 

ただし、予算の範囲内で交付決定をするため、申請をいただいても補助されない場合や、申請した

台数の一部が補助されない場合があります。その場合、防犯活動の取組状況・犯罪発生状況などを考

慮し、補助金の交付を決定します。        

 

＜参考＞防犯カメラを設置することができる場所の例 

道路上の電柱、民有地内の電柱、民有地内のポール、民有地内建物壁面、自治会館壁面 等 

 設置場所により申請書類、手続きが異なります。※詳しくは「申請の手引」をご覧ください。 

 

 

「地域防犯カメラの設置により、どのような効果を感じていますか。」という質問に対し、 

 

 

 

 

 

 

 

「自治会町内会役員・会員の防犯に対する意識が高まった」と答えた団体が 85％、 

「地域住民の安心感が高まった」と答えた団体が 85％、といった回答結果になりました！ 

防犯パトロールなどの自主防犯活動にあわせて、防犯カメラを設置することで、更なる地域の防犯力

向上につなげていただきますよう、補助制度をぜひご活用ください。 

 

横浜市市民局地域防犯支援課 

電話 ６７１－３７０５ 

Fax  ６６４－０７３４ 

電子申請システムによる申請 

も受け付けています。 

ぜひご活用ください！ 

設置団体に対するアンケートを実施しました！ 

 

43％ 42％ 9％ 5％ ２％

自治会町内会役員・会員の防犯に対する意識が高まった

36％ 49％ 8％ 5％

地域住民の安心感が高まった

そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない 未回答



 

 

 

自治会町内会館整備について 
 

１ 令和６年度の会館整備予定の申し出について 

令和６年度に自治会町内会館の新築・購入・増築・耐震補強工事・修繕（補助対象

経費 100 万円以上）を行う意向がある自治会町内会を対象に、あらかじめ審査を行っ

た上で予算編成を行い、予算確定後、優先度の高い案件から予算の範囲内で補助申請

を受け付ける自治会町内会を決定していきたいと考えています。 
 
  令和６年度に会館の新築・購入・増築・耐震補強工事・修繕（補助対象経費 100 万

円以上の工事が対象）を予定している自治会町内会については、まず、各区役所へお

申し出をいただき、その後、必要書類をご提出いただくことになります。（自治会町

内会が公園内に公園集会所の整備を予定する場合についても、同様にお申し出と必

要書類のご提出をお願いします。） 
 
（注）公園集会所の整備の場合は、区役所へお申し出をいただく前に、環境創造局公園緑地

管理課及び土木事務所と調整が必要になります。 

 

（１）今後のスケジュール 

・区役所へのお申し出及び書類提出の締切は、令和５年７月頃の予定です。 

必要な書類等については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 

（内容を審査した上で、令和５年９月頃より予算の編成を行っていきます） 

・令和６年度の予算が確定し、補助申請を受け付ける自治会町内会が決定されるの

は、令和６年３月末頃の予定です。 

 

（２）自治会町内会への周知 

別紙『自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内』を全自治会町内会 

に配付します。 

 

２ 令和５年度の自治会町内会館整備費補助事業について 

整備予定件数 32 件（新築４件、増築０件、耐震補強工事＋修繕３件、修繕 25 件） 

事業予算額 89,446 千円（事前申請分：85,446 千円、緊急対応分：4,000 千円） 

 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、事前申出の有無に関わら  

ず、各区役所地域振興課へご相談ください（り災の証明等、別途要件があります）。 

 

 

担当：横浜市市民局地域活動推進課 

電話 671-2317 FAX 664-0734 

市連会４月定例会資料 

令 和 ５ 年 ４ 月 1 2 日 

市民局地域活動推進課 



 

 

 

自治会町内会活動や共助による減災に向けた取組の拠点となる、自治会町内会館の整備に対

する補助制度や融資制度の概要について、ご案内します。 
   

 補助制度について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 
  
１ 補助対象 

  次の全ての項目に該当するときに、自治会町内会館の整備に対する補助を利用することが 

できます。ただし、この補助制度で補助を受けた自治会町内会は、補助を受けてから５年間 

は、特別な理由がある場合を除き、補助申請することはできません。（修繕を除く） 
   
 (1) 自治会町内会が所有、整備、運営及び利用する施設である 

 (2) 地域住民の福祉向上、連帯の増進に寄与する施設である 

 (3) 会議及び集会に必要な施設を備えている 

 (4) 建築基準法その他の法令に適合している 

 (5) 会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定がある 

 (6) 会館の利用規約等が整備されている 

 (7) 補助を受けた会館が他にない 

 (8) 会館整備費補助要綱に定める業者数以上の市内事業者(※１)による入札又は見積合わせ

で最も安価な金額を提示した事業者を選定している（事業者は建設業の許可が必要です。

(※２)） 

(9) 補助対象経費が 100万円以上の整備である 
 

※１ 市内事業者とは、市内に本社がある事業者です。店舗や事務所等だけが市内にあっても 

該当しませんので、ご注意ください。 

具体的には、次のいずれかに該当する事業者です。 
 

◎ 横浜市一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者 

◎ 登記簿の本店（又は主たる事務所）の所在地が市内で登記している者 

◎ 主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記していない団体 
 
   ※２ 申請時に、建設業の許可通知書の写しの提出が必要です。 
 
２ 補助内容 

 

整備の種類 補助率 補助限度額 内 容 

新築・購入 2分の 1 1㎡当たり

99,000円 

かつ 

1,200万円 

新たに建物を建設し、又は現在の建物の 

全部を撤去して新たに建物を建築すること 

 

 特殊基礎工事費 2分の 1  300万円 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事費 2分の 1  300万円 エレベーター設置に伴う工事費 

増築 2分の 1  500万円 既にある建物の床面積を増加させる工事 

耐震補強工事 2分の 1  300万円 耐震診断（※）に基づいて行う工事 

（※）会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断 

修繕 2分の 1  200万円 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模

様替え等のために行う工事（機器及び器具の購入

のみは含まない） 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった 

場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。 

自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内 令和５年４月 

                        

 



〇新築等で特殊基礎工事を施工する場合、補助限度額とは別に、300万円を限度に特殊基礎工事に要する

経費の２分の１を補助します。なお、特殊基礎工事については地質データなどによる審査を行います。 

〇新築、増築、修繕で外構工事を施行する場合に、整備の種類ごとの補助限度額内で、100万円を限度

に外構工事に要する経費の 2分の 1を補助します。（新築・購入の場合、1㎡当たりの補助限度額とは

別に補助します。） 

〇新築、耐震補強工事及び 200万円を超える増築については、審査委員会による整備費用の内容審査を

行います。 

（自治会町内会が整備する公園集会所について補助を受けるには、別途要件があります。詳細は各区役所

地域振興課にお問合せください。） 

 
３ 申請手続 

会館整備の計画については、お早めにご相談ください。 

会館整備に関する相談先及び申請書の提出先は、各区役所地域振興課です。 
 
 (1) 整備予定時期の前年度７月頃までに、事前の申出が必要です。 

   横浜市の予算確定後、整備年度になりましたら補助申請を行い、必ずその年度内に工事

完了検査を受けていただきます。 

 (2) 補助申請は、会の総意を証する総会の議事録・工事設計書等の必要書類を添付し、工事 

請負契約前又は売買契約締結前に、自治会町内会の代表者の方が手続きを行ってください。 

 (3) 申請された内容について審査し、補助決定を行います。 

なお、補助申請時に申請された内容に含まれていない費用については、原則として補助
の対象となりません。補助申請後にやむをえず工事内容に変更が生じた場合は、必ず変更

部分の工事の着工前にご相談ください。 
※変更部分の費用については、補助の対象とならない場合があります。 

 
４ 補助金の支払い 

工事完了後、現地にて立会い検査（完了検査）を行います。その完了検査結果に基づき、
所定の手続きを行った後、補助金の支払いを行います。 

 

５ その他 
 (1) 区分所有者が管理する集会施設の整備 

自治会町内会と区分所有者の団体の構成員がほぼ同じであり、かつ、自治会町内会が使

用する施設で、自治会町内会が整備費を負担する場合に限り補助対象とします。 

 (2) 他の自治会町内会と合同で整備する場合は、新築・購入の場合に限り、それぞれの団体

に補助限度額を適用します。 

 (3) 土地付き建物の購入は、建物部分の費用のみが補助対象となります。 
 (4) 自然災害等による緊急修繕には一定の要件がありますので、必ずご相談ください。この

場合、整備予定時期の前年度７月頃までに求めている、事前の申出は不要です。 
 

６ 補助金の返還 
次のようなときは、補助金を返還していただきます。 

 (1) 詐欺その他不正な手続きにより補助金を受けたとき 

 (2) 補助金交付の条件に違反したとき 

 (3) 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換または担保に供しようとするとき 

(4) 補助金を受け、整備した建物を会館整備費補助要綱で定める「財産の処分制限期間（※注）」 

  内に処分（解体等）するとき 

 (5) その他補助要綱に違反したとき  

※注 会館整備費補助要綱で定める財産の処分制限期間は次のとおりです。 

◎ 整備内容が新築、購入、増築及び改修のもの 
ア 鉄筋コンクリート造の場合・・・50年   
イ 鉄骨造の場合・・・・・・・・・30年 
ウ 木造の場合・・・・・・・・・・24年 

◎ 整備内容が修繕のもの・・・・・・・建物の構造に関係なく 10年 



 
 

 融資制度について         ＜お問い合わせ先：お近くの取扱金融機関＞ 

横浜市との協定に基づき民間金融機関が融資を実施します。なお、申込にあたっては総会

の議決が必要な書類もありますので、融資の利用を計画される場合は、融資内容・申込手続

等の詳細について、お早めにこの融資を取り扱っている金融機関にご相談ください。 

 

１ 融資を実施する金融機関（取扱金融機関） 

  株式会社横浜銀行、横浜信用金庫、株式会社神奈川銀行 

  ※公園集会所の整備に係る融資を実施するのは、横浜信用金庫と株式会社神奈川銀行です。 

   公園集会所の場合、購入は除きます。 

  ※横浜市の会館整備費補助要綱に基づく補助の決定を受けた会館が対象となり、 

返済期間は 10年以内です。 

 

２ 申込資格 

融資を受けようとする自治会町内会は、次の要件を満たすことが必要です。 

 (1) 法人格を有する自治会町内会であること（下記「自治会町内会の法人化」参照） 

 (2) 自治会町内会が償還金及び利子の支払い能力があること 

 

３ 融資対象の除外 

  他の金融機関からの借換えを目的とするもの 

 

４ 申込人 

法人化した自治会町内会の代表者が、取扱金融機関に対して行います。 

なお、融資の申込は、自治会町内会が会館に対する市の補助決定を受けた後に行います。 

 

５ 連帯保証人・担保  

 (1)  原則、自治会町内会の代表者１人を連帯保証人とします。ただし、代表者以外の役員等

の自発的な意思に基づく申し出がある場合は、この限りでありません。 

(2) 担保は不要です。 

 

※整備の種類により、融資限度額が異なりますので、詳細は金融機関にお問合せください。 

 

 

 自治会町内会の法人化         ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

自治会町内会館の不動産登記は、団体名義ではなく、役員の個人名などで登記することに

なります。 

団体名義で不動産登記するには自治会町内会の法人化（法人格の取得）が必要です。法人

化には、会の規約や構成員名簿の作成など地方自治法に基づく手続が必要ですので、事前に

ご相談ください。 

 

 

 



 会館用地について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

横浜市では、利用計画がないなどの一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない 

自治会町内会に有償で貸付を行っています。 

貸付を希望される場合は、総会の議決等による自治会町内会の意志決定の書類・建設計画・ 

資金計画の概要などを提出していただき、貸付の適否を判断します。 

 民有地・市有地にも適地がない場合、公園面積が 5,000㎡以上であることなど、一定の条件

のもとで公園内に「公園集会所」として設置が認められることがあります。 

 

 区役所地域振興課 連絡先一覧 
 

区役所 電話番号 区役所 電話番号 

鶴見区地域振興課 ５１０－１６８７ 金沢区地域振興課 ７８８－７８０１ 

神奈川区地域振興課 ４１１－７０８６ 港北区地域振興課 ５４０－２２３４ 

西区地域振興課 ３２０－８３８６ 緑区地域振興課 ９３０－２２３２ 

中区地域振興課 ２２４－８１３１ 青葉区地域振興課 ９７８－２２９１ 

南区地域振興課 ３４１－１２３５ 都筑区地域振興課 ９４８－２２３１ 

港南区地域振興課 ８４７－８３９１ 戸塚区地域振興課 ８６６－８４１３ 

保土ケ谷区地域振興課 ３３４－６３０２ 栄区地域振興課 ８９４－８３９１ 

旭区地域振興課 ９５４－６０９１ 泉区地域振興課 ８００－２３９１ 

磯子区地域振興課 ７５０－２３９１ 瀬谷区地域振興課 ３６７－５６９１ 
 

 横浜市市民局地域活動推進課 
０４５－６７１－２３１７ 

 
 

 

 横浜市ホームページでもご案内しています。 

 
 横浜市 町内会館 検索 



令和５年４月18日 

神奈川区スポーツ協会 

賛 助 会 員 各 位 

神奈川区スポーツ協会 

会長 志村 昌佐 

令和５年度神奈川区スポーツ協会総会の開催について（ご案内） 

時下 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素から当協会事業の推進に御理解と御協力

を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記総会を次のとおり開催いたします。 

つきましては、御多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ御出席くださいますようお願

いいたします。 

なお、当日の出欠についての御連絡は不要です。 

１ 日時：令和５年５月22日（月）午後７時から 

２ 会場：神奈川区役所本館５階大会議室 

３ 表彰：令和４年度横浜スポーツ普及功労賞表彰者 

渡辺 紳 様 （神奈川区野球協会） 

守屋 智美 様 （神奈川区バスケットボール協会） 

住谷 勇 様 （神奈川区スポーツ推進委員連絡協議会） 

４ 議題：(1) 令和４年度 事業報告について 

(2) 令和４年度 一般会計・特別会計決算及び会計監査報告について

(3) 役員の改選について

(4) 令和５年度 事業計画（案）について

(5) 令和５年度 一般会計・特別会計予算（案）について

※当日は駐車場の用意はありませんので、お車での御来場は御遠慮ください。

御協力お願い申し上げます。

神奈川区スポーツ協会事務局 

〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町３－８ 

神奈川区役所地域振興課 担当：宮本、福島 

TEL 411-7093 / FAX 323-2502 

E-mail：kg-supokyo@city.yokohama.jp 



〕〔
消費生活メールマガジン「週刊  はまのタスケ・メール」のご登録を！ 横浜市消費生活総合センター 検　索はまのタスケ

消 情費 報生 活

くらしナビnavi 発行：横浜市消費生活総合センター

月次相談リポート

スマホでお試し価格のサプリを
注文したら、定期購入になっていた！

令和５（2023）年　５月号

お互いに　一声かけて見守りを！

「スマホの広告を見て１回限りのつもりで注文
したのに、２回目の商品が届いた。２回目が届
く契約とは思っていなかったし、高額で払えな 
い。どうしたらいいか」

といった相談が多く寄せられています。
　●支払うことになる総額はいくらですか？
　●定期購入が条件になっていませんか？
　●解約や返品の方法は？

これらをきちんと確認し、最終確認画面のスクリーン
ショットを残しておきましょう。
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